
ひとりひとりが幸せになるために、
みんなで助け合う「人づくり」【地域福祉】

• 自助→共助→公助の順序で、ひとりひとりの幸せを育む。
• 地域では地区福祉委員会が担い、中間支援組織は社会福祉協議会が担う。
• 第6次総合計画でいう「共生（誰も取り残されることのない）」の役割・機能。
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みんなが幸せになるために、新しい公共を望む
「人づくり」「人育て」【市⺠主体の⾃治の実現】

• 市⺠が「新し公共」を望み、市⺠自ら「取組み」と「仕組み」を構築
• 新しい公共の推進は、地域では校区まちづくり協議会が担い、行政は地域拠点施設（出張
所等）が担い、そのフォロー役・中間支援組織は「つどい」が担う。

• 第6次総合計画でいう「共創（輪を広げ層を厚く）」「地域のまちづくり」の役割・機能。30
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